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み
な
さ
ん
か
ら
、
問
い
合
わ
せ
の
多

い
質
問
に
お
答
え
し
ま
す
。

問　
市
議
会
議
員
の
議
員
定
数
は
何
人

で
す
か
。

答　
現
在
の
市
議
会
の
議
員
定
数
は
、

22
人
で
、
現
数
は
20
人
で
す
。「
秩
父

市
議
会
の
議
員
の
定
数
を
定
め
る
条

例
」
に
よ
り
、
次
回
の
選
挙
か
ら
、
議

員
定
数
は
19
人
に
な
り
ま
す
。

問　
市
議
会
議
員
の
任
期
は
何
年
で
す

か
。

答　
市
議
会
議
員
の
任
期
は
４
年
で
す
。

現
在
の
市
議
会
議
員
の
任
期
は
、
平
成

30
年
５
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
４
月
30

日
ま
で
で
す
。

問　
市
議
会
議
員
の
連
絡
先
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

答　

市
議
会
議
員
の
連
絡
先
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

問　
市
議
会
は
い
つ
開
催
さ
れ
ま
す
か
。

答　
定
例
会
は
、
年
４
回
（
３
月
、
６

月
、
９
月
、
12
月
）
開
催
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
日
程
は
、
市
議
会
だ
よ
り
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

　

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
臨
時
会
が

開
催
さ
れ
ま
す
。

問　
本
会
議
と
委
員
会
と
は
何
で
す
か
。

答　
市
議
会
議
員
全
員
が
集
ま
る
会
議

を
本
会
議
と
い
い
ま
す
。
本
会
議
で
は
、

市
長
が
議
案
な
ど
を
提
出
・
説
明
し
、

議
員
が
質
問
し
ま
す
。
議
案
に
つ
い
て

詳
し
く
細
か
い
点
ま
で
話
し
合
う
の
が

委
員
会
で
す
。
そ
の
後
、
本
会
議
で
委

員
会
の
話
し
合
い
の
結
果
を
聞
き
、
議

案
に
賛
成
か
反
対
か
を
多
数
決
で
決
め

ま
す
。

　

委
員
会
は
、
常
任
委
員
会
（
総
務
委

員
会
、
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
、
文
教
福

祉
委
員
会
）
と
特
別
委
員
会
（
議
会
改

革
特
別
委
員
会
、
決
算
審
査
特
別
委
員

会
な
ど
）
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
本
会
議
で
は
、
議
員
が
市
長

な
ど
に
対
し
て
、
市
政
に
関
し
報
告
や

説
明
を
求
め
た
り
、
疑
問
を
質
問
し
た

り
す
る
一
般
質
問
も
行
わ
れ
ま
す
。

問　
本
会
議
の
様
子
を
カ
メ
ラ
や
ビ
デ

オ
で
撮
影
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

答　
許
可
な
く
写
真
撮
影
、
録
画
・
録

音
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

問　
市
議
会
の
内
容
は
ど
う
す
れ
ば
わ

か
り
ま
す
か
。

答　
本
会
議
も
委
員
会
も
、
見
学
（
傍

聴
）
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
傍
聴
の

方
法
に
つ
い
て
は
、
次
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、市
議
会
だ
よ
り
を
年
４
回（
５

月
、
８
月
、
11
月
、
２
月
）
発
行
し
て

い
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
本
会
議

を
録
画
配
信
し
て
い
ま
す
。
録
画
中
継

は
、
各
日
の
会
議
終
了
の
概
ね
７
日
後

か
ら
公
開
し
て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
の

ほ
か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ

ト
を
使
っ
て
、
自
宅
な
ど
で
い
つ
で
も

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

そ
の
他
、
本
会
議
の
発
言
を
記
録
し

た
会
議
録
も
作
成
し
て
い
ま
す
。
会
議

録
は
、
議
会
事
務
局
、
市
役
所
本
庁
舎

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
各
総
合
支
所
、

図
書
館
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き

ま
す
。

問　
政
務
活
動
費
と
は
何
で
す
か
。

答　
地
方
自
治
法
や
条
例
の
規
定
に
基

づ
き
、
市
議
会
議
員
の
市
政
に
関
す
る

調
査
研
究
、
資
料
の
作
成
・
購
入
、
広

報
活
動
の
た
め
の
費
用
と
し
て
交
付
さ

れ
ま
す
。

　

秩
父
市
は
、
議
員
１
人
あ
た
り
月
１

万
５
千
円
、
年
間
18
万
円
が
支
出
さ
れ

ま
す
。
余
剰
が
あ
れ
ば
返
還
し
ま
す
。

使
い
道
に
つ
い
て
は
、
秩
父
市
議
会
政

務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
お
よ

び
規
則
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
決
め
ら
れ

て
お
り
、収
支
報
告
書
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
平
成

30
年
度
分
か
ら
は
、
領
収
書
の
公
開
も

行
っ
て
い
ま
す
。

問　
請
願
・
陳
情
と
は
何
で
す
か
。

答　
市
民
は
「
こ
う
し
て
欲
し
い
」
と

い
う
希
望
や
意
見
を
文
書
に
し
て
、
議

員
を
通
し
て
市
議
会
に
出
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
「
請
願
」
と
い

い
ま
す
。
議
員
を
通
さ
ず
市
議
会
に
希

望
や
意
見
を
文
書
に
し
て
出
す
こ
と
は

「
陳
情
」
と
い
い
ま
す
。（
詳
し
い
提
出

方
法
は
３
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

　

請
願
は
、
議
会
事
務
局
で
受
付
後
、

委
員
会
で
審
査
を
行
い
、
審
査
結
果
を

本
会
議
に
報
告
し
ま
す
。
本
会
議
に
て
、

請
願
の
取
扱
い
に
つ
い
て
決
定（
議
決
）

し
、
文
書
に
よ
り
決
定
内
容
を
紹
介
議

員
を
通
じ
て
通
知
し
ま
す
。

　

陳
情
は
、
受
付
後
、
原
則
と
し
て
議

長
一
任
の
取
扱
い
と
し
、
議
員
へ
陳
情

書
の
周
知
は
さ
れ
ま
す
が
、
委
員
会
、

本
会
議
で
は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で

視
聴
で
き
ま
す
。

市
議
会
っ
て

ど
ん
な
と
こ
？
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秩父市議会を傍聴してみませんか？

市議会は、年４回（３月・６月・９月・12月）に定例会を開催しています。
（特に必要がある場合は、臨時会が開催されます。）
議会では市民の皆様の生活に密着した重要な問題が審議されています。
市政を知る機会として、足を運んでみませんか？お待ちしています。

○議会は市役所４階の議場で開催されます。
○傍聴は無料です。特別な手続きや予約は必要ありません。

① 市役所本庁舎正面玄関から、エレベーターで４階までお越しください。
②「傍聴受付」にて、住所、氏名、年齢を記帳いただき、係から資料をお受
け取りください。

③「傍聴受付」左奥の扉から、傍聴席にお入りください。

・傍聴席では静粛にお願いします。

・飲食、喫煙はできません。

・携帯電話、スマートフォンの電源は
お切りください。

・原則として、写真・ビデオ撮影や録
音はできません。

・傍聴席の出入りは自由です。

傍聴者席のご案内

傍聴の手順

傍聴の際の注意事項

傍聴者席のご案内

傍聴の手順

傍聴の際の注意事項

傍聴者席のご案内

傍聴の手順

傍聴の際の注意事項
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９
月
定
例
会
の
予
定

※
各
日
、
午
前
10
時
開
会
予
定
で
す
。

※
議
場
は
、
本
庁
舎
の
４
階
で
す
。

※ 

日
程
は
、
定
例
会
初
日
に
正
式
に
決

定
さ
れ
る
た
め
、
都
合
に
よ
り
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

人
事
案
件

　

秩
父
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
、

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い

て
意
見
を
求
め
ら
れ
、
市
議
会
は
次
の

方
を
適
任
と
認
め
同
意
す
る
こ
と
に
決

定
し
ま
し
た
。

教
育
委
員
会
委
員

　

松
本　

和
雄　

氏

人
権
擁
護
委
員
候
補
者

　

豊
田
の
ぞ
み　

氏

編

集

委

員

　

子
ど
も
た
ち
で
賑
わ
っ
た
川
瀬
祭
も

終
わ
り
、
本
格
的
な
夏
に
入
り
ま
し
た
。

昨
年
の
西
日
本
豪
雨
災
害
か
ら
１
年
が

経
ち
、
今
年
は
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ
現
象
に

よ
り
雨
量
が
多
く
、
九
州
南
部
地
方
を

は
じ
め
沖
縄
地
方
で
も
今
ま
で
に
な
い

雨
量
に
よ
り
災
害
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

幸
い
秩
父
地
方
で
は
災
害
な
ど
発
生
は

し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
い
つ
、
ど
こ
で

起
こ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
市
民
の
皆

様
も
日
々
の
備
え
を
し
て
頂
く
こ
と
が

重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
元
号
が
平
成
か
ら
令
和
と
な

り
ま
し
た
。
こ
の
市
議
会
だ
よ
り
を
通

し
て
皆
様
が
議
会
へ
関
心
を
も
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
情
報
提
供
を
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
市
民
に
開

か
れ
た
議
会
を
目
指
し
、
よ
り
一
層
の

努
力
を
し
て
参
る
所
存
で
す
。

 

令
和
元
年
７
月　

桜
井　
　

均
記

委
員
長　

赤　

岩　

秀　

文

副
委
員
長　

金　

崎　

昌　

之

委　
　

員　

江　

田　
　
　

徹

〃　
　

上　

林　

富　

夫

〃　
　

桜　

井　
　
　

均

〃　
　

新　

井　

重
一
郎

〃　
　

本　

橋　
　
　

貢

編

集

後

記

永
年
勤
続
表
彰

　

去
る
５
月
24
日
開
催
の
埼
玉
県
市
議

会
議
長
会
お
よ
び
、
６
月
11
日
開
催
の

全
国
市
議
会
議
長
会
の
各
総
会
に
お
い

て
、
永
年
勤
続
表
彰
が
行
わ
れ
、
当
市

議
会
は
次
の
方
々
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

「
埼
玉
県
・
全
国
市
議
会
議
長
会

　
　
　
　
　
　
　
表
彰　
₁₅
年
以
上
」

　
笠
原　
宏
平 

議
員

「
埼
玉
県
・
全
国
市
議
会
議
長
会

　
　
　
　
　
　
　
表
彰　
₂₀
年
以
上
」

　
出
浦　
章
恵 

議
員

第
８
回

議
会
報
告
会
を
開
催
し
ま
す

　
「
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
」
を
目
指

し
、
日
ご
ろ
の
活
動
状
況
を
知
っ
て
い

た
だ
く
と
と
も
に
、
市
民
の
皆
様
の
ご

意
見
や
ご
提
言
を
直
接
お
伺
い
し
、
今

後
の
議
会
審
議
、
議
会
運
営
等
に
反
映

さ
せ
る
た
め
、
議
会
報
告
会
を
開
催
し

ま
す
。

　

事
前
申
込
み
は
不
要
で
す
。

　

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

と　
き　
11
月
８
日
（
金
）

　
　
　
　

午
後
６
時
30
分
～

と
こ
ろ　
影
森
公
民
館

　
　
　
　

大
田
公
民
館

　
　
　
　

大
滝
振
興
会
館

※
３
会
場
同
時
開
催
で
す
。

日　　程 議　　　事
９月３日㈫ 開会、議案説明

６日㈮ 議案に対する質疑
９日㈪ まちづくり委員会
㆒₀日㈫ 文教福祉委員会
㆒㆒日㈬ 総務委員会
㆒叅日㈮
㆒柒日㈫
㆒⓼日㈬

一般質問

㆓⓹日㈬ 委員長報告、採決、閉会


